
安曇野市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  平成  年  月  日 

 

安曇野市教育委員会 

                         委員長 

 

安曇野市教育委員会規則第  号 

   安曇野市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則 

安曇野市立幼稚園管理規則（平成17年安曇野市教育委員会規則第16号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２項中「され、又は外国人登録法（昭和27年法律第125号）による外国人登録原

票に登録」を削る。 

   附 則 

 この規則は、平成24年７月９日から施行する。 


